
平成３１年４月１１日

貸金業界の現状と事業者における資金調達等の実情について
（日本貸金業協会の概要・小規模事業者の資金ニーズ）

資料２－２

(H31.４.11)
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n 登録貸金業者数は、平成18年3月から平成30年3月までの期間に14,236業者から1,770業者と87.6％減少している。
n また、貸金業者の貸付残高をみると、「消費者向貸付残高」と「事業者向貸付残高」で、それぞれ69.4％、16.7％
の減少と貸金市場が大きく収縮しているものの、直近3カ年の推移では、横ばいから微増の動きとなっている。

※金融庁「貸金業関係資料集」を基に作成（「事業者向貸付残高」には、グループ会社間での貸付残高も含むことに留意が必要）

87.6％減少

■消費者向
69.4％減少
■事業者向
16.7％減少

（貸金業者数の推移） （消費者向貸付残高と事業者向貸付残高の推移）

はじめに（貸金市場の動向）
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n 貸金業者の行政処分件数の推移をみると、平成18年度の661件から直近平成29年度の16件へと大幅に減少（平成18
年度から97.5％減少）しており、貸金業界の健全化が進展している様子が見て取れる。

はじめに（貸金業者の行政処分件数の推移）
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※金融庁「貸金業関係資料集」を基に作成（「登録取消※」には、所在不明者の登録取消しを含む）



Copyright © 2019 Japan Financial Services Association. All Rights 
Reserved

4

n 平成18年12月、社会問題化した「多重債務問題」の対応策として改正貸金業法が成立。
n その内容は、「上限金利引下げ」や「年収の３分の１を超える貸付の原則禁止（総量規制）」、「参入規制の適正
化」、「自主規制機能の強化」など、貸金業者のみならず、一般利用者にも大きな影響のある抜本的な改正となっ
た。

改
正
貸
金
業
法
の
３
つ
の
柱

ü 出資法の上限金利（29.2%）を利息
制限法の水準（15%～20%）に引き下げ

上限金利の
引き下げ

ü 年収の３分の１を超える貸付の
原則禁止

総量規制の
導入

ü 自主規制機関である「日本貸金業協会」

の設立

ü 財産的基礎要件の引き上げ

ü 行為規制の強化

ü 貸金業務取扱主任者の必置化 等

貸金業の
適正化

※平成22年6月18日に完全施行（第4条施行）

※平成22年6月18日に完全施行（第4条施行）

多重債務問題の
解決へ

（業界の健全化）

１. 日本貸金業協会の概要
（1）貸金業法改正の背景・枠組み



Copyright © 2019 Japan Financial Services Association. All Rights 
Reserved

5

n 日本貸金業協会は、証券業協会などの仕組みを参考に業法に基づく自主規制機関（認可法人）として 平成19年
12月（第2条施行）に設立された。

n 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とし、法令遵守等における協会員への
個別指導、社内規則の点検指導等による内部管理態勢確立支援等の業務を遂行している。

電話や訪問等による強引な貸付けの
勧誘や取立行為

貸付後の残高維持や借増し要請

顧客の要請に基づかないリボルビング
貸付けの限度額引き上げ

過度な広告宣伝・テレビCM等による
露出

利息制限法を上回る金利

借
り
手
の
返
済
能
力
を
超
え
る

過
剰
な
貸
付
け
・
強
引
な
取
立

多
重
債
務
問
題
の
発
生

社会
問題化

一部の貸金業者による過度な営業行為 貸金業者への規制強化・監督強化

自主規制機関としての
日本貸金業協会の役割

ü 法令遵守等について協会員への個別指導

ü 社内規則の点検指導等による内部管理
態勢確立支援

ü 協会員のコンプライアンス態勢強化の
ための機能提供

ü 出稿広告の審査および指導 等

１. 日本貸金業協会の概要
（2）日本貸金業協会設立の背景と役割
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n 日本貸金業協会は、貸金業法に基づく自主規制機関として、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運
営に資することを目的として、様々な業務を担っている。

n 平成31年2月末時点における登録貸金業者数は「1,729社（者）」となっており、うち、協会員数は「1,095社
（者）・協会加入率63.3％」となっている。

貸金業務取扱主任者
試験・登録・講習

広報・啓発・
調査研究

自主規制基本規則等
の制定・協会員の
法令等遵守体制整備
の支援

相談対応・
苦情処理・紛争解決

広告審査・
業務相談

監査の実施・
規律審査

業務研修

行政協力事務

u国民経済の適切な運営
u貸金業の健全な発展
u資金需要者等の利益の保護

＜日本貸金業協会の役割＞
業務の適正な運営の確保

１. 日本貸金業協会の概要
（3）「日本貸金業協会」が行っている様々な業務

p協会員数 １，０９５社
（者）

p加入率 ６３．３％
（平成３１年２月末時点）

Ø 貸金業法の規定等を踏
まえ、自主規制機関と
してより厳しい自主規
制基本規則を定めると
共に、協会員の法令等
順守体制整備の指導・
支援

Ø 貸金業界の指定紛争解
決機関（金融ＡＤＲ）
として、相談対応・苦
情処理・紛争解決など
中立公正な立場から支
援
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販売信用業

不動産業

貸金業以外の金融・保険代理業等

信用保証業

リース業

古物商・質屋

事務代行業

ファクタリング業

卸売・小売業

生活関連サービス・娯楽業

建設業

飲食店、宿泊業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信事業

複合サービス業

医療、福祉

運輸業

製造業・化学工業

その他

全体（n=589）
25.7% 74.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=532）

貸金業
兼業している貸金業以外の事業

23.8% 42.8% 33.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=808）

直近5年以内に貸金業以外の事業との兼業を始めた

5年よりも前から貸金業以外の事業と兼業している

貸金業以外の事業は行っていない（兼業していない）

（兼業している 66.6% ）
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（1）貸金業以外の事業との兼業状況

7

n 貸金業者における貸金業と貸金業以外の事業との兼業状況をみると、約7割が兼業していると回答しており、貸金業
と兼業している事業との収益割合では、「貸金業」が占める収益の割合は、全体の25.7％にとどまる結果となって
いる。

n また、貸金業者の兼業している業種では、「販売信用業」や「貸金業以外の金融・保険代理業」、「不動産業」な
どが高い割合を占めているものの、幅広い業種の事業を行っている姿がうかがえる。

【貸金業と兼業している事業との収益割合】

【貸金業と貸金業以外の事業との兼業の有無】 【兼業している貸金業以外の業種（複数回答）】

（出典：日本貸金業協会調査「２０１８年度貸金業者の経営実態等に関する調査」よ
り）
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内部統制の強化やシステムリスク管理態勢の整備

事業コストの削減

人材の育成・確保

与信管理の強化

過剰貸付防止等の審査姿勢の見直し

販路の拡大

カウンセリング機能の充実

インターネットやＡＩ技術等を活用した業務の効率化

事業の多角化や新たな事業への参入

資金繰りの改善

積極的な社会貢献等のCSR活動

広告宣伝の強化

雇用形態の多様化への対応

事業承継を円滑に進めるための対応

少子高齢化社会を見据えた対応の強化

その他

重要な課題として取組みしているもの(n=796) 最も重要な課題として取組みしているもの(n=679)
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２. 貸金業者の実像と動態
（2）経営における重要課題と借入利用者へのカウンセリングの実施状況

8

n 重要経営課題のうち最も重要な課題として取組みしているものについては、「貸金業法等関連法及び自主規制基本
規則の遵守」が28.8％と最も高く、次いで「コンプライアンスの徹底」が27.3％、「営業力や収益力の強化」が
20.1％と続いている。

n また、貸金業者における資金需要者に対するカウンセリングの実施状況をみると、「既存顧客から返済に関する問
合せや、相談を受けた場合」については、9割強の貸金業者が「借入金返済の負担軽減に繋がる返済条件の変更に関
する提案」を実施しており、貸金業者の利用者に対する生活や事業の再建に向けた柔軟な対応が見て取れる結果と
なった。

【重要経営課題と最重要経営課題の内訳（複数回答）】

84.1%

72.3%

68.1%

60.0%

15.9%

27.7%

31.9%

40.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

借入金返済の負担軽減に繋がる

返済条件の変更に関する提案(n=277)

借入金返済の負担軽減に繋がる

借換え商品等の提案(n=177)

経営再建や改善に関するアドバイス(n=216)

債務解決及びセーフティーネット貸付等に関する

相談先の案内(n=190)

行なっている 行なっていない

92.7%

82.2%

75.3%

66.9%

64.9%

7.3%

17.8%

24.7%

33.1%

35.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

借入金返済の負担軽減に繋がる

返済条件の変更に関する提案(n=427)

借入金返済の負担軽減に繋がる

借換え商品等の提案(n=276)

家計診断等の生活再建のためのアドバイスや、

家計収支の改善に関するアドバイス(n=308)

日本貸金業協会の生活再建支援

カウンセリングへの誘導(n=314)

債務解決及びセーフティーネット貸付等に

関する相談先の案内(n=288)

行なっている 行なっていない

（主に消費者向貸付を取り扱っている貸金業者）

（主に事業者向貸付を取り扱っている貸金業者）

【既存顧客から返済に関する問合せや、相談を受けた場合】

（出典：日本貸金業協会調査「２０１８年度貸金業者の経営実態等に関する調査」よ
り）



8.4%

9.2%

65.5%

60.7%

20.2%

22.2%

5.9%

7.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昨年調査

(n=727)

一昨年調査

(n=765)

改善した 変わらない 悪化した わからない

（DI）

(-11.8)

(-13.0)
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２. 貸金業者の実像と動態
（3）貸金業者における事業環境の変化

9

n 貸金業者における事業環境の変化をみると、「変わらない」と回答した割合が 61.7％と最も高く、次いで「悪化
した」が22.2％、「改善した」が10.2％となっており、直近3カ年の経年変化をみても、依然として厳しい事業環境
に置かれており、貸金業者の事業規模や業態による経営格差の広がりが懸念される結果となった。

n 貸金業を行う上で影響の大きい環境の変化について調査したところ、「市場縮小・構造的変化」と回答した割合が
51.2％と最も高く、次いで「少子高齢化・人口減少」が40.4％、「資金需要者の価値観や生活、ニーズの高度化・
多様化」が39.5％と続いている。

【直近時点（平成30年3月）における前年度からの事業環境の変化（ｎ
=693） 】

10.2% 61.7% 22.2% 5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

改善した 変わらない 悪化した わからない

（DI）

(-12.0)

※「ＤＩ（分布指標）」は、「改善した」と答えた割合から「悪化した」と答えた割合を差し引いて出したもので、指標がプラスなら「改善している」、マイナスなら「悪化
している」を表す。

51.2%

40.4%

39.5%

36.8%

35.1%

32.2%

30.7%

26.3%

19.4%

15.5%

12.9%

6.9%

6.1%

2.6%

18.0%

9.8%

9.3%

13.6%

9.6%

12.5%

14.4%

4.6%

2.7%

0.5%

1.5%

0.5%

0.2%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市場の縮小・構造的変化

少子高齢化・人口減少

資金需要者の価値観や生活、ニーズの高度化・多様化

民法改正などの法規制の変化

企業収益や雇用・所得環境の改善などの景気動向

市場金利の動向や、量的金融緩和などの金融政策の変化

預金取り扱い金融機関等の他業態との競争

地域経済の衰退

高度情報化社会の進展やＡＩなど技術環境の変化

労働者の価値観や生活、働き方に対するニーズの多様化

地震や台風 ､ 集中豪雨等による自然災害

企業活動のボーダレス化

会計基準の変更

その他

影響の大きい環境の変化

(n=684)

最も影響の大きい環境の変化

(n=582)

【貸金業を行う上で影響の大きい環境の変化（影響の大きい変化は複数回
答）】

（出典：日本貸金業協会調査「２０１８年度貸金業者の経営実態等に関する調査」よ
り）



63.3%

18.2%

12.7%

3.8%

0.0%

0.1%

64.1

17.3

12.6

3.9

0.6

0.1

63.1%

19.0%

13.3%

6.6%

0.8%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現状維持

事業縮小

事業拡大

廃業

転業

事業売却

今回調査(n=832) 昨年調査(n=867) 一昨年調査(n=919)
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２. 貸金業者の実像と動態
（4）貸金業の今後の見通し
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n 貸金業者における今後の貸金業の見通しをみると、「現状維持」と回答した割合が63.3％と最も高く、次いで「事
業縮小」が18.2％、「事業拡大」が12.7％となっている。

n また、貸金業の今後の見通しで、「事業縮小」、「事業売却」、「転業」、「廃業」とした貸金業者における事業
を継続する上での課題や問題点では、51.3％が「収益性・利幅の減少」と回答している。

【今後の貸金業の見通し】

51.3%

34.5%

31.3%

30.8%

15.1%

14.0%

12.4%

11.3%

8.1%

5.9%

4.3%

3.2%

11.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

収益性、利幅の減少

事業の見直し（貸金業以外の事業に注力等）

法規制による管理業務負担が多い

集客力の低下

後継者不在

少子化高齢化や過疎化などの商圏人口減少

等によるマーケットの縮小

資金不足

不良債権の増加

集客や顧客へのサービスが継続できない

人員不足

事業環境の変化に対応した人材不足

利息返還請求の増加

その他

全体(n=185)

【事業継続上の課題や問題点（複数回答）】

（出典：日本貸金業協会調査「２０１８年度貸金業者の経営実態等に関する調査」よ
り）
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３. 借入れの動機・背景
（1）資金需要者を取り巻く経済環境の変化（借入経験のある事業者）

11

n 借入経験のある事業者の事業環境の変化では、インターネットを事業に活用している事業者とそうでない事業者と
では、明らかに差がみられる結果となっている。

n また、事業の業種によっても、事業環境の変化に差がみられる結果となった。

【インターネットを事業に活用している事業者 n=578】

【事業環境の変化と今後の見通し (n=1,500)】 【事業環境の変化 (1年前との比較／業種別)】

21.7%

26.1%

45.4%

37.8%

21.6%

18.1%

11.3%

18.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年前との比較

今後の見込み

改善した（改善する見込み） 変化なし 悪化した（悪化する見込み） わからない

(DI)

( 0.1)

( 8.0)

30.1%

36.4%

41.4%

33.0%

18.3%

14.2%

10.2%

16.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年前との比較

今後の見込み

改善した（改善する見込み） 変化なし 悪化した（悪化する見込み） わからない

(DI)

(11.8)

(22.2)

32.0%

27.4%

27.9%

22.9%

22.2%

21.4%

20.0%

23.7%

27.7%

20.5%

22.8%

28.0%

16.5%

21.8%

12.7%

20.7%

46.0%

43.6%

46.6%

53.1%

48.9%

45.7%

48.0%

39.2%

41.9%

44.3%

44.0%

24.0%

45.2%

31.2%

52.5%

32.0%

8.0%

12.9%

20.9%

16.0%

17.5%

16.7%

16.0%

23.7%

27.7%

25.0%

28.0%

36.0%

27.9%

34.5%

27.9%

34.1%

14.0%

16.1%

4.6%

8.0%

11.4%

16.2%

16.0%

13.4%

2.7%

10.2%

5.2%

12.0%

10.4%

12.5%

6.9%

13.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農業、林業、漁業
(n=50)

運輸業、郵便業
(n=62)

教育、学習支援業

(n=43)
不動産業、物品賃貸業

(n=87)
その他サービス業

(n=377)
建設業

(n=191)
複合サービス事業

(n=25)
宿泊業、飲食サービス業

(n=97)
金融業、保険業

(n=36)
卸売業

(n=68)
情報通信業

(n=57)
電気・ガス・熱供給・水道業

(n=25)
小売業

(n=211)
医療、福祉

(n=32)
製造業

(n=86)
その他

(n=53)

改善した 変化なし 悪化した わからない

（ DI ）

( 24. 0 )

( 14. 5 )

( 7. 0 )

( 6. 9 )

( 4. 7 )

( 4. 7 )

( 4. 0 )

( 0. 0 )

( 0. 0 )

( -4. 5 )

( -5. 2 )

( -8. 0 )

( -11. 4 )

( -12. 7 )

( -15. 2 )

( -13. 4 )

※「ＤＩ（分布指標）」は、「改善した（改善する見込み）」と回答した割合から「悪化した（悪化する見
込み）」と回答した割合を差し引いて算出したもので、指標がプラスなら「改善している（改善傾
向）」、マイナスなら「悪化している（悪化傾向）」を表す。 （出典：日本貸金業協会調査「２０１８年度資金需要者等の現状と動向に関する調

査」より）
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３. 借入れの動機・背景
（2）借入申込の資金使途・背景（借入経験のある事業者）

12

n 借入申込の資金使途では、「取引先への支払い（事業の一時的な運転資金）」と回答した割合が大半を占めている
ことから、改めて中小零細事業者における一時的な運転資金などの短期借入需要が依然現存している状況がうかが
える。

n また、借入申込を行った背景についてみると、不況や取引先の倒産などの環境変化に起因する一時的な資金不足か
ら借入れに至っている借入行動の基本プロセスを再確認できる結果となった。

【事業者の直近3年以内に借入申込を行った際の資金使途 （複数回答
n=512）】

50.8%

22.9%

14.5%

11.1%

2.5%

26.2%

13.3%

6.4%

36.9%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取引先への支払い

銀行等の預金取扱金融機関からの借入に対する返済

従業員に対する給与等の支払い

事業者金融会社等の貸金業者に対する返済

手形の決済

取引先への支払い

銀行等の預金取扱金融機関からの借入に対する返済

従業員に対する給与等の支払い

設備資金等の支払い

その他

事
業
の
一
時
的
な
運
転
資
金

事
業
の
経
常
的
な

運
転
資
金

事
業
の
設
備
資
金

【事業者の借入申込を行った背景 （複数回答 n=512）】

40.2%

31.4%

30.1%

24.0%

18.6%

11.1%

10.4%

5.9%

1.0%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不況等で売上が減った

予定していた収入が一時的に途絶える等、

運転資金が不足していた

設備投資等で一時的に支出が増えた

機材の故障等で急に資金が必要になった

既存の借入れの返済資金が不足していた

事業所移転や新規事業立ち上げ等の大きな変化が

あった

近いうちに売上増加が見込まれた

銀行等の預金取扱金融機関からの借入れが

できなかったから

近いうちにリストラ等による経費削減が見込まれた

その他

（出典：日本貸金業協会調査「２０１８年度資金需要者等の現状と動向に関する調
査」より）



Copyright © 2019 Japan Financial Services Association. All Rights 
Reserved

４.借入れの意識・行動
（1）借入れの申込状況（借入経験のある事業者）

13

n 借入経験のある事業者の直近3年間の貸金業者への借入申込状況についてみると、34.1％が借入申込みを行い、その
うち58.0％が希望どおりの借入れができたと回答している。

n また、貸金業者から個人で借入れた資金を事業の運転資金等に転用した経験の有無については、54.6％が転用した
ことがあると回答している。

【直近3年間の借入申込結果 (n=512)】

【直近3年間の借入申込状況（n=1,500）】

14.6% 19.5% 65.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新たな借入れ契約を申込んだ

既存の借入枠を利用しようとした

新たな借入れの申込みも、既存の借入枠の利用もしようとしていない

34.1％

58.0% 32.8%

3.3%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

希望どおりの金額で借入れできた

借入れできたが希望どおりの金額ではなかった

希望どおりの金額ではなかったので、借入れをやめた

借入れできなかった（断られた）

54.6%

34.2%

36.9%

16.3%

7.1%

3.7%

2.7%

5.2%

0.6%

22.9%

25.3%

19.3%

17.6%

17.2%

15.4%

14.1%

14.9%

3.8%

22.5%

40.5%

43.8%

66.1%

75.7%

80.9%

83.2%

79.9%

95.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

消費者金融会社、クレジットカード・信販会社、

事業者金融会社等の貸金業者

銀行等の預金取扱金融機関

家族や親族

友人・知人

国や自治体、生活協同組合等の

セーフティネット貸付

質屋

ヤミ金融等非正規業者

クレジットカードショッピング枠の現金化業者

その他

個人借入を事業性資金に転用したことがある

個人借入を事業性資金に転用したことはない

個人での借入をしたことがない

【個人で借入れた資金の事業性資金への転用経験の有無（n=1,500）】

（出典：日本貸金業協会調査「２０１８年度資金需要者等の現状と動向に関する調
査」より）
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４.借入れの意識・行動
（2）借入申込した際の返済計画・返済原資・延滞経験の有無（借入経験のあ

る事業者）

14

n 借入経験のある事業者の借入れを申込みした際に計画していた返済期間についてみると、27.7％が1年以内（「1週
間以内」～「1年以内」）と回答している。

n また、借入金の返済原資については約8割が売上代金の回収によって返済と回答しており、健全な借入金の返済を
行っている姿がうかがえる。

【事業者の計画していた返済期間 (n=512)】

2.1%

7.0%5.3%

3.9%

9.4% 21.1% 19.3% 21.5% 10.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1週間以内 1ヶ月以内 3ヶ月以内
6ヶ月以内 1年以内 1年超～3年以内
3年超～5年以内 5年超 わからない

84.6%

34.4%

11.9%

10.7%

5.1%

4.9%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

売上代金の回収により返済

経費等の支出を抑えることにより返済

銀行等の預金取扱金融機関からの借入によっ

て返済

預貯金等の保有資産を取り崩して返済

保有している動産や不動産等売却によって返

済

補助金や助成金によって返済

その他

【計画していた返済原資 (n=512)】

27.7％

94.3% 5.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

支払いを3カ月以上延滞したことはない

支払いを3カ月以上延滞したことがある

69.4%

49.4%

15.3%

12.9%

8.2%

8.2%

3.5%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

業績が悪化し手元資金が不足したから

売上代金の回収が遅れたから

取引先が突然倒産したから

怪我や病気で働けなくなったから

天候の悪化により、計画通り事業が進まなかったから

震災などの被災により、事業環境が変わったから

納品物等の瑕疵により、売上代金の回収が遅れたから

その他

【延滞経験の有無 (n=1,500)】

【延滞した理由（複数回答） (n=85)】

（出典：日本貸金業協会調査「２０１８年度資金需要者等の現状と動向に関する調
査」より）
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４.借入れの意識・行動
（3）借入れできなかった際の行動・影響（借入経験のある事業者）

15

n 借入れできなかった際に取った行動についてみると、「個人の支出を減らして事業資金に充てた」と回答した割合
が40.0％と最も高くなっており、希望どおりの借入れができなくなったことによる影響については、「事業に必要
な資材の購入等に支障がでた」が36.7％と最も高く、次いで「既存借入金の返済に支障がでた」が32.6％と続いて
いる。

n また、貸金業者以外から借りた先では、68.8％が「家族・親族」と回答している。一方で、「ヤミ金融等非正規業
者」や「クレジットカードショッピング枠の現金化業者」からの借入れも一定割合を占める。

【借入れできなかった際に取った行動 （複数回答 n=215）】

【事業者の借入れできなかったことによる影響 (複数回答
n=215)】

40.0%

38.1%

22.3%

22.3%

16.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あなた個人の支出を減らして事業資金に

充てた

事業活動において必要な行動をとった

貸金業者以外から借りた

相談窓口や家族、知人等に相談した

特に何もしなかった

36.7%

32.6%

30.2%

24.7%

16.7%

10.7%

1.4%

7.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業に必要な資材の購入等に支障がでた

既存借入金の返済に支障がでた

取引先への支払いや、納品等に支障がでた

事業を拡大することができなかった（事業を縮小した）

設備の故障に対する修繕に支障がでた

従業員の雇用に支障が出た

不渡りを出してしまった

その他

【貸金業者以外から借りた先 （複数回答 n=48）】

68.8%

41.7%

20.8%

14.6%

14.6%

10.4%

6.3%

4.2%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親族

友人・知人

銀行等の預金取扱機関

取引先

ヤミ金融等非正規業者

クレジットカードショッピング枠の

現金化業者

質屋

国や自治体、生活協同組合等の

セーフティネット貸付

その他

（出典：日本貸金業協会調査「２０１８年度資金需要者等の現状と動向に関する調
査」より）
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４.借入れの意識・行動
（4）借入先として検討した先・選んだ理由（借入経験のある事業者）

16

n 事業資金を調達する際、借入先として検討した先をみると、「銀行等の預金取扱金融機関」が60.7％と最も高く、
次いで「クレジットカード・信販会社」が52.5％、「消費者金融会社（全国展開の大手消費者金融会社）」が
32.9％と続いている。

n また、借入先を選んだ理由では、「借入手続きが簡単だったから」が50.2％と最も高い結果となっている。

【借入先として選んだ理由 (複数回答 n=219)】

50.2%

40.6%

40.6%

35.6%

20.1%

15.5%

9.6%

8.7%

3.7%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

借入れ手続きが簡単だったから

金利が低かったから

担保・保証人が不要だったから

審査時間が短そうだったから

パソコンやスマートフォン等、

インターネットで申込みができるから

知名度があり、安心感があるから

店舗やＡＴＭが自宅や勤務先の近くにあったから

他人に気づかれずに借入れができるから

テレビＣＭ等の印象が良かったから

その他

【借入先として検討した先 (複数回答 n=219)】

60.7%

52.5%

32.9%

27.4%

12.3%

4.1%

1.4%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

銀行等の預金取扱金融機関

クレジットカード・信販会社

消費者金融会社（全国展開等の大手消費

者金融会社）

事業者金融会社

消費者金融会社

（地域にある規模の比較的小さな消費者

金融会社）

ヤミ金融等の非正規業者

ファクタリング業者

その他

（出典：日本貸金業協会調査「２０１８年度資金需要者等の現状と動向に関する調
査」より）
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５.インターネットサービスの利用状況等
（1）インターネットサービスの利用状況・環境の変化（借入経験のある事

業者）

17

n 事業におけるインターネットの活用状況についてみると、「電子メールの送受信」が81.0％と最も高く、次いで
「ホームページ閲覧等の情報収集」が69.8％、「インターネットバンキング」が51.5％となった。

n インターネット利用によるビジネス環境の変化については、「インターネットバンキングで、口座残高や入出金明
細等を確認するようになった」が32.5％と最も高くなっている。

【事業者のインターネットサービス等の利用状況 (n=1,500)】 【事業者のインターネット利用によるビジネス環境の変化 (複数回答
n=1,500)】

81.0%

69.8%

51.5%

39.7%

24.6%

16.8%

12.5%

11.3%

9.1%

8.0%
5.5%

0.3%

19.0%

30.2%

48.5%

60.3%

75.4%

83.2%

87.5%

88.7%

90.9%

92.0%

94.5%

99.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

電子メールの送受信

ホームページ閲覧等の情報収集

インターネットバンキング（オンラインバンキング）

の利用

あなたの会社（自営業者・個人事業主の方はご本人）、

または所属する会社のホームページの開設

Facebook公式ページやLINE公式アカウント等、

SNSでの情報発信

弥生会計やMFクラウド会計等、

クラウド会計ソフトの利用

アルバイトや正社員の求人

Amazon、楽天市場等のECモールへの出店

GoogleやYahoo!のリスティング広告など、

インターネット上の広告出稿

電子政府・電子自治体

Hotpepper、楽天トラベル等の比較サイトへの掲載

その他

活用している・したことがある 活用したことはない

32.5%
32.1%

30.5%
29.5%
28.7%
28.3%
27.8%

23.3%
18.9%
18.1%
17.4%

15.1%
12.2%
10.9%
10.4%

6.3%
5.5%
5.1%
5.1%

3.1%
2.1%

0.7%
0.0%

29.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
インターネットバンキングで、口座残高や
入出金明細等を確認するようになった

仕入れや備品等の購入をする際に情報源として
インターネットを利用するようになった

インターネットでの物品購入が増え、
実店舗で購入する頻度が減少した

電子メールやチャットアプリ等での
コミュニケーションが増えた

インターネットバンキングで、取引先に支払うようになった

ブログやホームページを開設して
情報を発信するようになった

ノートパソコンやスマートフォンを持ち歩くことで、
在宅や外での仕事が可能になった

書類の授受において、郵送が減り
電子メール添付等が増えた

新聞、雑誌等の情報メディアを見ることが減り、
情報源としてウェブサイトの比率が上がった

クレジットカードや電子マネー、仮想通貨支払等による
電子商取引が増えた

ブログやホームページ経由で、
問合せや発注がくるようになった

新規事業等を企画する際の情報源として
インターネットを利用するようになった

新規営業先の選定やリストアップに、
インターネットを活用するようになった

弥生会計やMFクラウド会計等のクラウド会計ソフトを
利用するようになった

E-Tax （国税電子申告）等、国や地方自治体が
提供しているオンラインサービスを利用するようになった

チラシの配布やDM（ダイレクトメール）の送付が減った

求人サイト等でアルバイトや社員の募集をするようになっ
た

Amazonや楽天等のECサイトに出品するようになった

打ち合わせや会議を、Skype等のビデオ通話サービスで
実施するようになった

ブログやホームページでアルバイトや社員の
募集をするようになった

Google Adwords等のオンライン広告を出稿するようになっ
た

Hotpepper等の比較サイトに出稿するようになった

その他

特に変化はない

（出典：日本貸金業協会調査「２０１８年度資金需要者等の現状と動向に関する調
査」より）
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５.インターネットサービスの利用状況等
（2）フィンテックを活用した資金調達方法の認知・利用意向（借入経験の

ある事業者）

18

n 借入経験のある事業者のフィンテック等を活用した資金調達方法の認知についてみると、「よく知っている」、
「ある程度知っている」と回答した割合の合計をみると、「クラウドファンディング（寄付型）」が27.3％と最も
高く、次いで「クラウドファンディング（購入型）」が27.2％となった。

n また、フィンテック等を活用した資金調達方法の利用意向については、27.9％が利用したいと回答しており、イン
ターネットを事業に活用している事業者では、38.8％が利用したいと回答している。

【事業者のフィンテック等を活用した資金調達方法の認知度 (n=1,500)】 【事業者のフィンテック等を活用した資金調達方法の利用意
向】

7.0%

6.5%

3.0%

1.2%

1.9%

1.3%

20.3%

20.7%

7.7%

4.6%

3.9%

4.3%

25.3%

24.5%

19.5%

11.3%

13.5%

12.4%

47.4%

48.3%

69.8%

82.9%

80.7%

82.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クラウドファンディング（寄付型）

クラウドファンディング（購入型）

ソーシャルレンディング

スコアレンディング

ICO（Initial Coin Offering）

トランザクションレンディング

名前や利用方法について、よく知っている

名前や利用方法について、ある程度知っている

聞いたことはあるが、どのような手段なのかは知らない

まったく知らない

27.9%

33.3%

27.0%

72.1%

66.7%

73.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1500)

法人（小規模企業経営者）(n=213)

自営業・個人事業主(n=1287)

利用したい 利用したくない

38.8%

48.2%

61.2%

51.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

インターネットを事業に活用している
(n=578)

ECモールへの出店や比較サイトへの

掲載を行なっている(n=191)

利用したい 利用したくない

【事業者のインターネットを事業に活用している事業者】

（出典：日本貸金業協会調査「２０１８年度資金需要者等の現状と動向に関する調
査」より）



【ヤミ金融等非正規業者の利用状況および接触有無 (n=1,500)】

3.1%

7.3%5.9% 83.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある（現在も残高あり）

利用したことがある（現在は残高なし）

利用したことはない（接触したことはある）

利用したことはない（接触したこともない）

16.3％

31.3%
22.4%

17.9%
16.7%

15.4%
14.6%
13.4%
13.4%

6.1%
2.0%
2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

業者からの電話

インターネット上の業者の広告

業者から届いたＦＡＸ

業者から届いたダイレクトメール

友人等身の回りの人からの紹介

業者から届いた電子メール

業者から届いたチラシ

街で見かけた業者の看板・張り紙

取引先からの紹介

業者の担当者等からの対面での勧誘

その他

【ヤミ金融等非正規業者との接触方法 (複数回答 n=246)】
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６.ヤミ金融等非正規業者との接触状況
（1）ヤミ金融等非正規業者の利用状況と接触有無（借入経験のある事業

者）

19

n ヤミ金融等非正規業者との接触経験の有無をみると、16.3％が接触したことがあると回答しており、その接触方法
については、「ヤミ金業者等非正規業者からの電話」が31.3％と最も高く、次いで「インターネット上の業者の広
告」が22.4％、「ヤミ金融等非正規業者から届いたFAX」が17.9％と続いている。

n また、ヤミ金融等非正規業者の認知では、80.4％が知っている、もしくは聞いたことがあると回答している。

【ヤミ金融等非正規業者についての認知度 (n=1,500)】

36.1%

33.4%

12.1%

7.8%

44.3%

44.1%

21.3%

15.4%

19.6%

22.5%

66.6%

76.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ヤミ金融等非正規業者

クレジットカードショッピング枠の

現金化業者

偽装質屋

似非（えせ）ファクタリング業者

どのようなものか知っている

詳しくは知らないが名前程度は聞いたことがある

聞いたことがない、知らない

（出典：日本貸金業協会調査「２０１８年度資金需要者等の現状と動向に関する調
査」より）

80.4％



82.7%

81.5%

6.7%

17.7%

8.2%

6.6%

7.3%

42.0%

3.5%

2.7%

4.1%

17.3%

18.5%

93.3%

82.3%

91.8%

93.4%

92.7%

58.0%

96.5%

97.3%

95.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

借入れについて(n=711)

返済について(n=708)

スマートフォンでの出金、入金について

(n=619)

ヤミ金融等非正規業者(n=643)

クレジットカードショッピング枠の

現金化業者(n=635)

偽装質屋(n=633)

似非(えせ)ファクタリング業者(n=633)

生活設計や事業の資金繰りについて

(n=641)

ソーシャルレンディングや

トランザクションレンディング等の

貸付方法について(n=607)

ビッグデータやＡＩ等を活用した与信判断

(n=609)

その他(n=244)

相談がある 相談がない

18.2%

13.2%

28.6%

30.7%

32.7%

28.6%

47.8%

15.2%

28.6%

25.0%

20.0%

22.4%

12.7%

0.0%

20.2%

23.1%

21.4%

15.2%

9.3%

4.8%

0.0%

0.0%

59.4%

74.1%

71.4%

49.1%

44.2%

50.0%

37.0%

75.5%

66.6%

75.0%

80.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

借入れについて(n=588)

返済について(n=577)

スマートフォンでの出金、入金について(n=42)

ヤミ金融等非正規業者(n=114)

クレジットカードショッピング枠の

現金化業者(n=52)

偽装質屋(n=42)

似非(えせ)ファクタリング業者(n=46)

生活設計や事業の資金繰りについて(n=269)

ソーシャルレンディングや

トランザクションレンディング等の

貸付方法について(n=21)

ビッグデータやＡＩ等を活用した与信判断(n=16)

その他(n=10)

増加している 減少している 変わらない
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６.ヤミ金融等非正規業者との接触状況
（2）貸金業者に寄せられる相談内容の傾向と変化

20

n 資金需要者からの相談内容の傾向と変化をみると、「借入れ」や「返済」についての相談が最も多くなっている一
方で、生活設計や事業の資金繰りについての相談も一定割合を占めており、貸金業者の行っているカウンセリング
の有用性を裏付ける結果となった。

n また、利用者からの相談内容の増減では、ヤミ金融やクレジットカードショッピング枠の現金化、似非ファクタリ
ングに関する相談が増加していると回答した割合が高い結果となっている。

※「似非ファクタリング業者」とは、償還請求権のあるファクタリングによって、実質的に売掛金債権の譲渡担保融資を違法な手数料で行っている業者を
指す。

（出典：日本貸金業協会調査「２０１８年度貸金業者の経営実態等に関する調査」よ
り）

【利用者からの相談内容の増減】【利用者からの相談の有無】
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６.貸金業者に対する期待・要望
（1）貸金業者に望むこと（借入経験のある個人・借入経験のある事業者）

21

n 資金需要者が貸金業者に望んでいることでは、借入経験のある個人及び事業者ともに、「庶民の生活に根ざした身
近な金融機関としての存在」が最も高い結果となっており、情報化社会の急速な進展や経済格差の広がりなど、資
金需要者を取り巻く社会環境が大きく変わってきたことで、より身近な金融機関としての貸金業者の存在価値が以
前にもまして高まってきていることがうかがえる。

【個人の利用者が貸金業者に望むこと （複数回答 n=2,000）】

40.6%

27.1%

25.5%

22.1%

20.9%

20.5%

16.5%

15.1%

11.6%

10.9%

9.1%

7.7%

7.3%

5.9%

1.0%

19.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

庶民の生活に根ざした

身近な金融機関としての存在

一定期間無利息等の

新しい金融サービスの追求

安心して相談できる体制

親身な顧客対応

サービス機能・利便性の向上

コンプライアンスの徹底

（法令遵守等）

セーフティネットとしての機能

公正かつ適時・適切な情報の開示

取扱商品の充実

貸金業者の社会的イメージの向上

カードレス化等のＩＴ技術を活用した

サービスの提供

経営診断・アドバイス等の

付加サービスの充実

金融知識等の普及活動

積極的な社会貢献活動

その他

特にない

【個人事業主・小規模事業者（利用者）が貸金業者に望むこと (複数回答
n=1,500)】

50.5%

28.8%

27.7%

26.1%

24.8%

20.7%

14.7%

14.7%

13.8%

12.1%

10.4%

10.1%

8.0%

6.3%

0.7%

19.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

庶民の生活に根ざした

身近な金融機関としての存在

一定期間無利息等の

新しい金融サービスの追求

安心して相談できる体制

サービス機能・利便性の向上

親身な顧客対応

セーフティネットとしての機能

取扱商品の充実

公正かつ適時・適切な情報の開示

コンプライアンスの徹底（法令遵守等）

経営診断・アドバイス等の

付加サービスの充実

貸金業者の社会的イメージの向上

カードレス化等のＩＴ技術を活用した

サービスの提供

金融知識等の普及活動

積極的な社会貢献活動

その他

特にない

（出典：日本貸金業協会調査「２０１８年度資金需要者等の現状と動向に関する調
査」より）
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おわりに（調査結果から）
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項目

マクロ環境の変化
Ø 経済格差の拡大等
Ø 情報化社会の進展

借入行動の状況
Ø 借入れの資金使途
Ø 借入れの背景動機

セーフティネット

調査結果から

l 社会環境の変化にあわせて、フィンテックを活用した与信能力向上や、新たな金融サービス
の拡充による、一層の利用者の利便性向上が急務となっている。

l 事業環境が変わる中でも、一時的な運転資金等の短期借入需要は依然現存している。
l 資金需要者の事業状況などに応じて多様な資金需要が存在している。
l 資金需要者の事業活動を確保する上で貸金業者が重要な役割を果たしており、資金需要者の
急な状況の変化に応じた相談支援等の対応が求められている。

l 貸金業者が行っている返済等に関するカウンセリングの有用性は高い。
l 各相談窓口等の認知度向上に向けた取組みが課題となっている。
l 借入れできない資金需要者におけるヤミ金融から借入を行う事態の増加が懸念される。

貸金業者への期待
Ø 借入先の選定理由
Ø 貸金業者への要望

l 資金需要者は、貸金業者の利便性を高く評価している。
l 資金需要者を取り巻く社会環境が大きく変わってきたことで、より身近な金融機関としての
貸金業者の存在価値が以前にもまして高まってきている。
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ご参考（資金需要者等の現状と動向に関する調査概要）

23

１.調 査 方 法 インターネット調査法（スマートフォン等を利用したモバイルリサーチ）

２.調 査 対 象 調査会社が保有する全国18歳以上のインターネットモニター会員

３.調 査 期 間 平成30年7月30日から平成30年8月18日

４.主な調査項目
（個人・事業者共通）

（１）借入れの動機・背景
Ø 家計の収支状況と今後の見通し
Ø 借入申込を行った際の資金使途
Ø 借入申込を行った背景 等

（２）借入れの意識・行動
Ø 貸金業者への新たな借入申込状況・結果
Ø 借入先を選定する際に重視するポイント・理由
Ø 借入れできなかった際の行動とその影響
Ø 貸金業者に対する利用満足度
Ø インターネットサービス等の利用状況・影響
Ø 金融リテラシーの状況 等

（３）貸金業者に対する期待・要望
Ø 貸金業者からの借入れに関する今後の利用意向
Ø 借入先との連絡方法・手段
Ø 貸金業者に望んでいること 等

＜回収サンプル数＞
借入経験のある個人 2,000名 （借入残高あり 1,000名、借入残高なし 1,000名）

借入経験のある事業者 1,500名 （個人事業主 1,287名、小規模企業経営者 213名）
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